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令和７年第７回教育委員会会議定例会　議事録 

午後　１時３０分開会 

１　日　　時　　令和７年７月２４日（木） 
午後　２時０５分閉会 

２　場　　所　　竹原市役所　５階　教育委員会室 

３　出 席 者　　高田教育長、浅野教育長職務代理者、竹下委員、西川委員、有田委員、　　　

永福委員 

４　説 明 員　　沖本教育次長兼総務学事課長、大橋参事兼教育指導担当課長、 

小早川人事管理担当課長、中原文化生涯学習課長、 

五反田総務学事課教育総務係長、岡田総務学事課教育総務係主任 

５　会議事件 

　　付議案件 

議案第３５号　竹原市教育委員会表彰について 

　　　議案第３６号　竹原市いじめ問題調査委員会委員の委嘱について 

議案第３７号　竹原市文化財保護委員会委員の委嘱について 

報 告・協 議　市立竹原書院図書館指定管理者募集について 

 

○高田教育長　　　ただいまから、令和７年第７回竹原市教育委員会会議定例会を開会いた

します。 

　　　　　　　　お諮りいたします。議案第３５号は個人情報であるため、報告・協議は 

成案になる前の内部検討の段階であるため、非公開とし、議事の運営上、 

議事の最後に付議することに御異議ございませんか。 

○浅野教育長　　　はい。 

　職務代理者 

○竹下委員　　　　はい。 

○西川委員　　　　はい。 

○有田委員　　　　はい。 

○永福委員　　　　はい。　 
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○高田教育長　　　御異議なしと認めます。議案第３５号は個人情報であるため、報告・協

議は成案になる前の内部検討の段階であるため、非公開とし、議事の運営

上、議事の最後に付議することに決定しました。 

　　　　　　　　　はじめに、議案第３６号「竹原市いじめ問題調査委員会委員の委嘱につ 

いて」を議題といたします。関係課より議案の説明をお願いします。 

〇大橋参事　　　　議案第３６号「竹原市いじめ問題調査委員会委員の委嘱について」でご 

兼教育指導担当課長　　ざいます。現在設置しておりますいじめ問題調査委員会の委員の委嘱期間

が２年間であるため、その任期満了に伴い、後任の委員を委嘱しようとす

るものでございます。任期は令和７年８月 1 日から令和９年７月３１日で

す。議案書８ページを御覧ください。竹原市いじめ問題調査委員会は、委

員の委嘱期間は２年間となりますが、計画的に定期で行う委員会ではなく、

いじめによる重大事態が発生した場合、５人の委員に集まっていただいて、

第三者委員会のような形で調査をしていただき、解決に向けて動いていた

だくこととなります。なお、令和５年度、令和６年度は、この委員会は開

催しておりません。最初に顔合わせをさせていただいた際に、本市におけ

る学校数、子供たちの様子を共有しましたが、それ以降幸いなことに開催

することはありませんでした。今後、２年間でいじめの重大事態が発生し

た場合に速やかに対応ができるようにするためにこの委員会を設置してお

ります。委員は、弁護士、医師、臨床心理士、学識経験者、その他教育委

員会が必要と認める者で組織しております。９ページの新旧対照表を御覧

ください。広島弁護士会の宮城氏、馬場病院の馬場医師、広島県臨床心理

士会の浮田氏、広島文教大学の今崎教授、竹原市健康こども未来課の住田

課長に委員を委嘱したいと考えております。新旧対照表を見てください。

広島弁護士会の宮城氏は今回から新たに委員になっていただくことになり

ますが、広島弁護士会より高盛氏の後任として推薦がありましたので、こ

の８月より委嘱をお願いしたいと考えております。 

○高田教育長　　　これより質疑に入ります。何か御質問はありませんか。 
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〇竹下委員　　　　竹原市内でもいじめの問題は少なからずあったと思いますが、重大事態

が発生した場合に委員会を開催するということですが、その判断はどのよ

うにされるのでしょうか。 

〇大橋参事　　　　いじめの重大事態の根拠はたくさんあるのですが、１点目として、基本 

兼教育指導担当課長　　的には、いじめが原因とみられる欠席が３０日続いた場合を1つの線とし

ております。要因というのは 1つではないので、欠席日数だけで重大事態

として取り扱うかどうかというところはありますが、総合的に判断して３

０日に満たない場合であっても急遽いじめ問題調査委員会を開いてしっか

りと課題を明らかにしていこうというものに関しましては、速やかに開催

するケースもありますが、原則としては、いじめが原因で長期の欠席が３

０日続いた場合を1つの線としております。２点目として、いじめにより

当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じ

た疑いがある場合、つまりあってはならないのですが自殺が起こった場合

には速やかに調査委員会を開催するという流れになります。緊急性がある

ものといじめが起こった後のその後の状況を見ながら速やかに課題を解決

する必要がある時には、委員会を開催することとしており、ある一定相当

の期間というところで３０日としておりますが、３０日の部分はケースに

よって違ってきます。 

〇竹下委員　　　　説明の中で、自殺の例がありましたが、骨折やかなりのけがを負った場

合も委員会は開催されるのでしょうか。 

〇大橋参事　　　　その子の生命ももちろんですが、身体にけがを負った場合も速やかに開 

兼教育指導担当課長　　催されるケースが多いかと思います。どういう状況かというところにもよ

ります。 

○高田教育長　　　死に直結する場合でなくても、骨折の場合も生命に被害が生じるわけで

すから、それは判断されるようになると思います。先ほど、参事が説明さ

れたのは、いじめ防止法という法律の中で整理されている内容で、元々い

じめについて滋賀県の大津市で中学生がマットに包まれて死に至ったとい
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うことがありました。その辺りから、いじめ防止についての政策であると

か、法律が整ってきて今に至っており、そういった中で重大事態という表

記やこういった場合は重大事態に該当するという表記も法律の中にありま

す。本市においては、学校の取り組みもありますし、どんな細やかなこと

でも教育委員会に報告するようにというようなことも努めてきて、現時点

では、そこまで至っていない状況です。細やかなことでも報告するように

ということを大事にして、よく報告してくれたと、一緒に考えようとそう

いうスタイルをとらなければ、どうしても学校が報告することを躊躇する

ようになるので、そういった危険もある中でいじめに対しての取り組みと

いうのは、学校と家庭と教育委員会とが信頼関係を持ちながら、細やかな

ことも一緒に解決しようという姿勢が大事であるということもこの法律の

精神の部分にあると考えております。 

○有田委員　　　　重大事態が発生した場合に相談委員会が開催されるまでの間は、学校の

方で対処していただくということになっているんですよね。いじめが原因

とみられる欠席が３０日続いている場合に調査を始めるということですが、

いじめられていても頑張って学校に登校している子供もいると思うのです

が、その点は調査されているのでしょうか。 

〇大橋参事　　　　いじめとして認知するかどうかという点では、教員がどれがいじめで、 

兼教育指導担当課長　　どれがいじめではないという線引きをすることはかなり難しい状況では

ありますが、文部科学省の方も本人が苦痛や嫌だなと感じる場合はいじめ

として認知するということなので、軽重問わず、本人が心身共に苦痛を感

じた場合はいじめとして認知するということになっていますので、学校か

らは、かなりの件数の報告が挙がってきます。その１つ１つのケースにお

いて現段階も学校と教育委員会が連携していますが、いじめ問題が解決し

た後もその子の様子に変化がないかであるとか、学校には登校しているけ

れども心配なケースもありますので、特にいじめ認知として学校から報告

が挙がってきた子供に関しては、その後のフォローを教育委員会も学校と
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連携して行っているところです。 

〇高田教育長　　　お諮りいたします。議案第３６号は、原案のとおり承認することに御異

議ございませんか。 

○浅野教育長　　　はい。 

　職務代理者 

○竹下委員　　　　はい。 

○西川委員　　　　はい。 

〇有田委員　　　　はい。 

○永福委員　　　　はい。 

〇高田教育長　　　御異議なしと認めます。よって、議案第３６号は、原案のとおり承認す 

　　　　　ることに決定いたしました。続いて、議案第３７号「竹原市文化財保護委 

員会委員の委嘱について」を議題といたします。関係課より議案の説明を 

お願いします。 

〇中原課長　　　　議案第３７号「竹原市文化財保護委員会委員の委嘱について」でござい

ます。議案書１０ページを御覧ください。竹原市文化財保護条例第１２条

第１項の規定により、竹原市文化財保護委員会委員を委嘱することについ

て、教育委員会の承認を求めるものでございます。１２ページを御覧くだ

さい。本案は、竹原市文化財保護委員会委員の任期が、令和７年７月３１

日をもって任期満了となるため、その後任の委員を委嘱しようとするもの

でございます。下段の根拠法令の記載にありますように、委員の定数は７

人以内となっており、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱することと

なっております。一覧表に掲載しておりますように引き続き、委員７名を

再任したいと考えております。まず、古文書や公文書等、文献史学が専門

の広島大学７５年史編さん室准教授の石田雅春氏、文化財学や考古学が専

門で、湯本豪一記念日本妖怪博物館三次もののけミュージアム館長の植田

千佳穂氏、考古学が専門の県立広島大学名誉教授の鈴木康之氏、歴史学の

近世史が専門の元放送大学非常勤講師の棚橋久美子氏、美術工芸の仏教美
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術が専門の元徳島文理大学文学部教授の濱田宣氏、建築史が専門の奈良女

子大学工学部特任教授の藤田盟児氏、樹木医の大信産業株式会社の村上幸

弘氏、以上の７名の方に引き続き委員を委嘱したいと考えております。文

化財保護委員会は、文化財の指定保護及び活用に関し、教育委員会の諮問

に答え意見を具申し、若しくは必要な調査研究を行うこととされており、

市重要文化財への指定や未指定文化財の調査研究、市指定文化財の管理又

は修理等や活用に関することについて、委員から意見を伺っており、ここ

最近は、年に１回会議を開催しております。なお、任期につきましては、

令和７年８月１日から令和９年７月３１日までの２年間となります。 

○高田教育長　　　これより質疑に入ります。何か御質問はありませんか。 

〇西川委員　　　　樹木医の村上氏が委員に入られているのは、ぶどうの木の関係で委員に

入られているのかと個人的には思うのですが、そういった理解でよろしい

でしょうか。 

〇中原課長　　　　樹木医の村上氏につきましては、宿根の大桜や竹原町の長寿ブドウ等、

市の天然記念物のほか、県や国の天然記念物についての巡検を依頼してい

る状況となっております。 

〇高田教育長　　　宿根の大桜の幹が１本折れた際には、診察していただいて切り落とした

方が良いといった助言をいただいております。割と身近で御活躍いただい

ております。 

〇高田教育長　　　お諮りいたします。議案第３７号は、原案のとおり承認することに御異

議ございませんか。 

○浅野教育長　　　はい。 

　職務代理者 

○竹下委員　　　　はい。 

○西川委員　　　　はい。 

〇有田委員　　　　はい。 

○永福委員　　　　はい。 
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〇高田教育長　　　御異議なしと認めます。よって、議案第３７号は、原案のとおり承認す 

ることに決定いたしました。 

以上で、公開の議題は終了しました。これより非公開とします。 

 

（非公開） 

 

○高田教育長　　　本定例会に付議された議案の審議は全部終了いたしました。以上をもち

まして令和７年第７回竹原市教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 
令和７年７月２４日　　午後２時０５分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


